
 
                                                                     

（令和５年 11 月１日発表） 

                   

あさはた緑地交流広場指定管理者を募集します！ 

別紙資料  有 ・ 無                     

◆アピールポイント 
あさはた緑地交流広場の管理運営に、民間事業者のノウハウや企画力を

生かした創意工夫ある提案をしていただける管理者を募集します。 

◆場所 施設名：あさはた緑地交流広場 所在地：静岡市葵区赤松２番地の１ 

◆内容など 

１ 施設の設置目的 

麻機地区の自然及び農業に触れ、親しみ、遊び、学ぶ場を提供すること

により、市民の福祉の増進及び地域の活性化の促進を図るために設置する。 

２ 指定管理業務内容 

（１）事業に関すること 

ア 麻機地区の自然及び農業に触れ、親しみ、遊び、及び学ぶ場の提供

に関すること。 

イ 地域の歴史及び文化並びに遊水地における治水対策の理解を深める

ための講座、教室等の企画・運営に関すること。 

（２）施設内の行為許可（行商、募金、出店等）に関すること。 

（３）会議室、体験農園、炊事棟の利用許可に関すること。 

（４）交流広場の施設及び設備の維持管理に関すること。 

３ 運営方針 

ア 地域の団体及び個人との連携を通じてあさはた緑地交流広場の自然環

境の保全に取り組むと共に、その自然環境を体験できる教養施設とし

て活用を図ること。 

イ 麻機遊水地が担ってきた巴川流域の都市防災の歴史、都市に近接した

豊かな自然環境及びあさはた蓮根を代表とした魅力ある地域資源の積

極的な情報発信の拠点として、施設利用者に体験事業等を通じた地域

の交流促進及び地域の活性化を図ること。 

４ スケジュール 

① 募集要項の配布（市公式 HP をご確認ください）  

令和 5 年 11 月１日（水）～11 月 30 日（木） 

②  説明会実施 

  令和５年 1１月９日（木）（＠あさはた緑地交流広場、13：30～） 

③ 応募書類受付  

令和 5 年 1１月１日（水）～11 月 30 日（木） 

④ 審査及び指定管理候補者決定 

令和５年 12 月中旬 

募集詳細につきましては募集要項及び業務仕様書をご覧ください。 

【募集要項等掲載先】 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/551_000180.html 

【問合せ】緑地政策課 (静岡庁舎７階) 
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